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グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約（ひな型）（マーク事業者－企業間） 

 
（例）○○株式会社（マーク事業者）（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、財

団法人日本エネルギー経済研究所がそのグリーンエネルギー認証センター（以下「認証センター」という。）に

おいて管理し、甲が認証センターより使用を許諾されている別紙商標目録記載のグリーン・エネルギー・マー

ク（商願第 2008-040081 号。以下「本件商標」という。）の使用許諾に関して、以下のとおり契約（以下「本

契約」という）を締結する。 
 
（目的） 
第１条 本契約は、乙が製造する製品等に本件商標を使用することにより、グリーン電力によって製造された

製品等として消費者に示すため、本件商標について、甲が乙に使用許諾することを目的とする。 
（使用許諾） 
第２条 甲は、本契約に定めるところに従い、認証センターの異議がある場合を除き、乙に対して、日本国内

において別紙本件商標使用範囲記載の使用範囲内で本件商標の使用権を与える。ただし、この使用権は、商

標法第 31 条に規定される通常使用権であり、乙は、甲の同意なくして、この使用権を特許庁に登録できな

い。 
２ 乙は、甲の書面による同意なしに、本契約で許諾された使用権を第三者に再使用許諾し、本契約に基づく

使用権の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。 
（適正使用の確保） 
第３条 乙は、本契約及び認証センターが定める本件商標の表示ガイドライン（以下「本件商標表示ガイドラ

イン」という。）に従って、本件商標を適正に使用しなければならない。 
２ 認証センターが本件商標表示ガイドラインを改定した場合には、甲が乙に通知した後でなければ、その改

定は乙に対して、効力は生じない。なお、甲は、乙が改定後の本件商標表示ガイドラインに従うために、必

要な猶予期間を定めることができる。また、甲は、第１９条の規定にかかわらず、認証センターに対し、本

契約の写しをエビデンスとして提出することができる。 
（報告義務） 
第４条 甲は、本契約締結前に、認証センターが定めた事前報告事項について、乙からデータを受領し、認証

センターに対し事前申請を行う。なお、本契約締結の前後を問わず、報告内容について疑義がある場合、甲

は、乙に対して説明を求めることができる。 
２ 乙は、本件商標使用開始後、本件商標の使用を終了するまで、乙の（毎）事業年度末（（例）3 月 31 日）

から（例）２５日以内に、甲に対して以下の項目を報告しなければならない。 
①当該事業年度（（例）4月1日から3月31日）において製品等の製造等に使用した電力量を示す、製造

原価明細書等の資料（電力量の計算は、別紙本件商標使用範囲記載の計算方法による） 
②使用目的、使用方法、使用媒体 
③当該事業年度における販売数量を示す、製造払出票等の資料 
④当該事業年度において実際に本件商標を使用している製品の写真・カタログ、ホームページ等における

記載 
３ （例）前項第１号の電力量が別紙本件商標使用範囲記載の基準使用量を下回った場合、乙は、基準使用量

を下回った部分の電力量に相当する電力量について、当該事業年度の翌年度において、製品等の製造等に使

用するものとする。 
４ 乙は、乙の商号、代表者名、住所、電話番号、連絡担当者名に変更があった場合、当該事実が発生した（例）

２０日以内に、甲に対し書面で報告しなければならない。 
（無断使用及び不正使用の禁止） 
第５条 乙は別紙本件商標使用範囲記載の使用範囲を超えて、本件商標を使用してはならない。 
（有効期間） 
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第６条 本契約の有効期間は、（例）本契約締結日より３年間とする。（例）但し、甲又は乙が契約終了１ヶ月

前までに解約の意思表示を書面により相手方に対ししない限り、契約期間は１年間自動的に延長されるもの

とし、以後も同様とする。 
（本件商標の使用態様） 
第７条 乙は、本件商標を別紙商標目録記載の態様で使用するものとし、甲の事前の書面による承諾なしに、

当該形態の全部または一部を変更もしくは削除してはならず、または他の表示を結合してはならない。 
（不当な表示等の制限） 
第８条 乙は本件商標を使用するにあたり、「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなけ

ればならない。 
（報告・調査） 
第９条 甲は本件商標の適正な使用を確保するため、乙に対し、本件商標の使用状況、本件商標を表示した製

品等の販売状況、本件商標を表示した製品等の販売実績等について、報告及び説明を求めることができ、乙

はこれに応じなければならない。また、乙は、甲から事前通知があった場合には、特段の理由がある場合を

除き、認証センターによる立ち入りを含む調査（必要な資料の閲覧、謄写、借受等を含む。）に協力しなけれ

ばならない。 
２ 前項の場合において、乙が本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反していることが明らかにな

った場合には、乙は、甲に対して、前項の立ち入り調査等で甲及び認証センターに生じた交通費、宿泊費等

の実費を支払わなければならない。 
（本件商標使用の取消等） 
第１０条 乙が本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反して本件商標を使用した場合、甲は、相当

の期間を定めて、当該違反事実の是正を求めることができる。乙が当該期間内に甲の是正の求めに応じた是

正を行わない場合には、甲は、乙に対する本件商標の使用許諾を取り消すことができる。また、甲は、その

事実を公表し、甲又は認証センターの信用を回復するために、乙に対して、謝罪広告を出すよう求めること

ができる。また、甲は、謝罪広告とともに、乙に対し、本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反

した本件商標の使用により被った損害の賠償を請求できる。 
２ 前項の謝罪広告費用に充てるため、甲は、乙に対し、相当の金額を預託させることができる。 
（使用料） 
第１１条 本件商標の（毎年度の）使用料は、第４条第２項第１号の電力量に１キロワット時あたり（例）１

２円を乗じた金額とする。 
２ 甲は、前項の金額に消費税相当額を加えた金額を、乙の（毎）事業年度末から1ヶ月が経過する日（（例）

４月３０日）までに乙に請求書をもって請求し、乙は、請求日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に支

払うものとする。なお、消費税相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【分割払の場合】 
（使用料） 
第１１条 省 略 
２ 乙は、前項の使用料を（例）四半期ごとに支払うものとし、甲は、（毎年度）乙の（毎）事業年度にお

ける各四半期末から1ヶ月が経過する日（７月３１日、１０月３１日および１月３１日）までにそれぞれ

１，８００，０００円に消費税相当額を加えた金額を、また、乙の（毎）事業年度末から１ヶ月が経過す

る日（（例）４月３０日）までに残額に消費税相当額を加えた金額を、乙に請求書をもって請求し、乙は、

各請求日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に支払うものとする。なお、消費税相当額の単位は1円

とし、その端数は切り捨てるものとする。 
３ 前項において、乙が甲に支払った金額が第１項に規定する使用料に消費税相当額を加えた金額を上回っ

た場合、甲は、乙の当該事業年度末から２ヶ月が経過する日までに差額を乙の指定する銀行口座に返却す

るものとする。 
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（遅延損害金） 
第１２条 乙が第１１条第２項の支払いを怠ったときには、乙は、甲に対し支払期日の翌日から完済の日まで、

遅延した金額について（例）年利６％の遅延損害金を支払うものとする。 
（本件商標の維持） 
第１３条 乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、許諾商品の本体、ラベル、パッケージ、パンフレ

ット等の本件商標の使用を証明できる資料を、使用の時から（例）5 年間保存するものとし、甲の要求に従

い、これらの全部又は一部を、直ちに甲に対して提出するものとする。 
２ 乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、許諾地域その他の地域において、許諾商品その他の商品

に関して、本件商標の全部もしくは一部、または本件商標に類似する商標の登録出願をしてはならない。 
３ 乙は、本件商標に類似する可能性のある商標の商標登録または商標登録出願を発見した場合、速やかに甲

に報告し、かつその入手した資料を甲に提出しなければならない。 
（保証） 
第１４条 甲は、本件商標が財団法人日本エネルギー経済研究所の名義で日本国において有効に登録、または

登録出願されており、乙に対して本件商標の使用権を許諾する権限を認証センターから与えられていること

を保証する。また、本件商標の登録は認証センターの責任と費用で更新されるものとする。 
２ 甲は、第三者から本件商標に対し、無効審判又は取消審判が請求された場合、これに適切に対処するもの

とし、乙はこれに協力する。 
（補償） 
第１５条 甲は、乙による本件商標の使用について、第三者が乙に対し、商標権その他の権利又は利益を侵害

する旨の主張をした場合、乙が損害を被らないよう自らの責任と費用において防御し、乙が被った損害につ

いてはこれを補償するものとする。ただし、乙が、当該第三者の権利主張を受けた後、１０日以内に甲にそ

の事実を知らせることを条件とし、かつ、甲は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和

解することができるものとする。 
（侵害への対応） 
第１６条 乙は、第三者が本件商標を不正に使用する事実を知ったときは、当該第三者の名称、所在、商品名、

不正使用の内容を甲に報告し、かつその入手した資料を甲に提出しなければならない。 
２ 前項の場合、甲及び乙は、対応措置について協議するものとし、甲は、乙との協議の後、甲が必要と判断

する範囲で、甲の費用で訴訟その他の対応措置をとるものとする。 
３ 乙は、甲の要請があるときは、かかる対応措置に対して協力するものとする。 
（甲の免責） 
第１７条 乙の製造等にかかる本件商標を付した商品等自体の瑕疵に関して、第三者が甲又は認証センターに

対して訴訟を提起し、又は損害賠償請求その他の請求をした場合であっても、乙はこれにより甲又は認証セ

ンターが損害を被らないよう自らの費用と責任において防御し、甲又は認証センターが被った損害について

はこれを補償するものとする。ただし、甲又は認証センターが当該第三者の権利主張を受けた後、３０日以

内に乙にその事実を知らせることを条件とし、かつ、乙は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から

防御し、和解することができる。 
（権利譲渡等の禁止） 
第１８条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契

約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に承継し、もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはなら

ない。 
（秘密保持） 
第１９条 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に関し知り得た相手方（以下「開示当事者」という）の情報等

のうち、開示当事者が自己（以下「受領当事者」という）に開示する際、秘密である旨を明確に表示したも

の、及び口頭による情報であって開示の際に秘密である旨を明確にし、開示後３０日以内に当該情報を書面

にし、秘密である旨を明確に表示して受領当事者に通知したもの（以下「秘密情報」という）について、こ

れを秘密に保持し他に漏洩または開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限
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りではない。 
（１）受領当事者に開示された情報のうち、既に公知となっているもの 
（２）受領当事者に開示された後、受領当事者の責によらず公知となったもの 
（３）法令により開示が強制されるもの 
（４）受領当事者に開示された情報のうち、受領当事者が第三者から適法に、かつ秘密保持義務を課されるこ

となく取得したもの 
（５）前各号の他、開示につき予め書面により開示当事者の同意を得たもの 
２ 以下に掲げる者は、前項にいう第三者には該当しないものとし、甲及び乙は、本契約に基づく機密保持の

義務を以下に掲げる者にも遵守させるものとする。 
（１） 自社の取締役、執行役、監査役、従業員（総称して以下「役職員」という。） 
（２） 弁護士、税理士、公認会計士 
（３）甲及び乙の親会社及びその役職員 
３ 第１１条に規定する使用料などの本契約に関する甲と乙の個別契約条件については、すべて秘密情報とす

る。 
４ 甲及び乙は、第１項および第３項の秘密情報を本契約以外の目的に使用してはならない。 
５ 甲及び乙は、本契約の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第2 条に定める個人情報について

は、同法の定めに従って適正に取扱うものとする。 
６ 本条の規定は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。 
（本契約の解除） 
第２０条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除する

ことができる。この場合（第九号の場合を除く）、甲は、乙に対してその被った損害の賠償を請求することが

できる。 
一 本契約又は本件商標表示ガイドラインの条項に違反し、相当の期間を定めて是正が求められたに

も拘らず、当該違反事実が是正されないとき 
二 第１１条に規定される使用料の支払いを遅滞したとき 
三 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき 
四 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われ、60日以内に取消し又は

取下げが行われないとき又は仮登記担保契約に関する法律第２条に基づく通知を受けたとき 
五 手形交換所の取引停止処分、小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき 
六 公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき 
七 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき 
八 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政処分を受けたと

き 
九 認証センターの事由により、甲が乙に対し本件商標について使用許諾することができなくなった

とき 
十 前各号に準ずる事由の発生したとき 

２ 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除す

ることができ、甲に対してその被った損害の賠償を請求することができる。 
一 本契約の各条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反が是正されな

いとき 
二 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき 
三 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われ、60日以内に取消し又は

取下げが行われないとき 
四 手形交換所の取引停止処分、小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき 
五 公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき 
六 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第２条に基づく通知を受けたとき 
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七 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき 
八 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政処分を受けたと

き 
九 前各号に準ずる事由の発生したとき 

（協議） 
第２１条 本契約上の疑義及び本契約に定めのない事項について生じた疑義等については、甲乙協議のうえ解

決するものとする。 
（合意管轄） 
第２２条 本契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、（例）東京地方裁判所とする。本契約の成

立及び効力、ならびに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については日本国の法律に準拠するも

のとする。 
（契約費用） 
第２３条 本契約の締結に関して必要な費用は、甲及び乙が各々の自己経費を負担する。 
 
付  則 
本契約締結の証として本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各１通を保有する。 
 
 
平成※年 ※月 ※日 
 
       

甲    
                         
 
 
 
 

乙    
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以下、別紙 
 
【商標目録】 
１ 出願番号 ２００８－０４００８１号（商標登録後は、登録番号に変更） 
 （１）出願日       平成20年5月27日 
 （２）出願人       財団法人日本エネルギー経済研究所理事長 内藤正久 
 （３）商品・役務の区分  全４５類 
 （４）本件商標の態様    
 
 
 
 
 
 
 
 
【本件商標使用範囲】 
① 使用商品名  製品A（電化製品） 
② 使用方法  製品Aの本体等に説明文と共に表示 
③ 使用媒体  製品Aの本体のほか製品Aの製品説明書及び●●社のホームページ 
④ 使用予定数量  ３０万台 
⑤ 電力の種類  太陽光発電 
⑥ 製品等の製造等に使用する電力量（基準使用量） 

           ６０万kWh：製品Aの組立作業に要する電力使用量の１００％  
 （基準使用量の計算方法）1台あたり2kWh×使用予定数量３０万台 
  ※第4条第2項第1号の電力量の計算においては、製品Aの組立作業に要した１台あたりの電力使用量×   

使用数量とする。 


